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２ 地域福祉にかかる法・制度の動向 

（１）地域共生社会の実現 ● ● ● ● ● ● ● 

① 国の動向について 

（ア）地域包括ケアシステムの構築 

団塊の世代のすべてが 75 歳以上の後期高齢者となる令和 7 年を目途に、重度な

要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続ける

ことができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地

域包括ケアシステム」の構築が進められています。 

また、平成 27年４月の介護保険法の改正においては、単身世帯等が増加し、軽度

の生活支援を必要とする高齢者が増える中、多様な主体が提供するさまざまな生活支

援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりが必要であることが示されまし

た。その実現に向けて、地域資源のネットワーク化や開発などを担う、生活支援コー

ディネーターの配置や、生活支援の担い手として、元気な高齢者の社会参加を促すこ

となどが示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：厚生労働省ホームページ「地域包括ケアシステム」 

【参考】 

更新予定 

(第８期高齢者保健福祉計画(R３年度～)) 
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（イ）生活困窮者自立支援制度 

平成 27年４月から施行された生活困窮者自立支援制度は、最後のセーフティネッ

トである生活保護に至る前の段階から、第 2のセーフティネットとして早期に支援を

図ることを目的としています。 

平成 30 年 10月には、改正法が施行され、地域共生社会の実現に向けて、生活困

窮者自立支援制度の２つの基本理念である、「生活困窮者の尊厳の保持」と「生活困

窮者支援を通じた地域づくり」が法に規定されました。 

また、生活困窮者の定義として、経済的困窮の背景要因となる、就労の状況、心身

の状況、地域社会との関係性などの様々な事情なども含めることが明確化され、包括

的に支援を行っていくこととされています。 

これに加えて、社会的孤立や自尊感情の低下等により、自ら SOSを出すことが難

しい生活困窮者が、早期に支援につながるよう、自治体の各部局（福祉、就労、教育、

税務、住宅等）において、生活困窮者を把握した場合には自立相談支援事業等の利用

勧奨を行うことが努力義務化されるとともに、生活困窮者に対する支援に関する情報

の交換や支援体制に関する検討を行うため、関係機関等から構成される会議（支援会

議）を設置することができることとなりました。 

生活困窮者自立支援制度では、経済的課題だけでなく、本人の状況に応じてできる

限り幅広い支援を行うこと、さらに、生活困窮者の早期把握や見守りのための地域

ネットワークの構築、社会資源の開発などを通じて、住民が相互に支え合う地域づく

りをめざしています。 

 

【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典：厚生労働省「平成 29 年 7月新たな住宅セーフティネット制度説明会 資料」 
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【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：厚生労働省「平成 29 年 7月 新たな住宅セーフティネット制度説明会 資料」 

出典：厚生労働省「平成 27 年 7月生活困窮者自立支援制度について」 
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（ウ）新しい地域包括支援体制の構築 

厚生労働省は、平成 27年９月に、多機関・多分野協働による包括的な相談支援シ

ステムの構築と、高齢・障がい・児童等の福祉サービスを総合的に提供できるしくみ

を推進する「新しい地域包括支援体制」の構築をめざす内容を盛り込んだ、「新たな

時代に対応した福祉の提供ビジョン」を公表しました。 

このビジョンでは、高齢者の住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供

し、地域生活を包括的に支援することをめざす「地域包括ケアシステム」の構築や、

本人に寄り添いながら生活全般に対する包括的な相談・支援を提供することをめざす

「生活困窮者自立支援制度」の取り組みを進めるとともに、これらのコンセプトの適

用をさらに拡げ、多様なニーズをすくい取る「全世代・全対象型地域包括支援体制」

を構築していくことが示されました。 

 

 

【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：厚生労働省「平成 27年９月 17日 新たな福祉サービスの 

システム等のあり方検討プロジェクトチーム・幹事会 資料」 
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（エ）「地域共生社会」の実現に向けて 

平成 28 年 6 月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」では、「子供・高

齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことが

できる『地域共生社会』を実現する。このため、支え手側と受け手側に分かれるので

はなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる

地域コミュニティを育成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いなが

ら暮らすことのできる仕組みを構築する」ことが示されました。 

これを受けて、厚生労働省は、平成 29年２月に、「『地域共生社会』の実現に向け

て（当面の改革工程）」を公表し、「公的支援の『縦割り』から『丸ごと』への転換」、

「『我が事』・『丸ごと』の地域づくりを育む仕組みへの転換」という改革の２つの方

向性を示すとともに、2020 年代初頭の全面展開に向けて、「地域課題の解決力の強

化」、「地域を基盤とする包括的支援の強化」、「地域丸ごとのつながりの強化」、「専門

人材の機能強化・最大活用」の 4つを骨格とする改革を実行することとしています。 

 

【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省 報道発表 

（「「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）」を取りまとめました） 


